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(57)【要約】
【課題】
　間伐・枝打ちされる樹木を利用し、ダニに対して十分
な忌避効力を有するとともに、人体に対して安全性が高
く、一般家庭でも手軽に使用できる忌避剤を提供するこ
と。
【解決手段】
　マツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸
留物を有効成分として含有するダニ用忌避剤。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸留物を有効成分として含有するこ
とを特徴とするダニ用忌避剤。
【請求項２】
　マツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸留物が、マツ科モミ属に属する植
物の葉の圧搾液、抽出物または蒸留物である請求項１記載のダニ用忌避剤。
【請求項３】
　有効成分が、マツ科モミ属に属する植物の蒸留物であって、マツ科モミ属に属する植物
を減圧下で加熱して蒸留を行うことによって得られる蒸留物である請求項１または２に記
載のダニ用忌避剤。
【請求項４】
　有効成分が、マツ科モミ属に属する植物を減圧下で加熱して蒸留を行うことによって得
られる蒸留物の油性画分である請求項３記載のダニ用忌避剤。
【請求項５】
　加熱が、マイクロ波加熱により行われるものである請求項３または４に記載のダニ用忌
避剤。
【請求項６】
　マツ科モミ属に属する植物が、トドマツである請求項１～５のいずれかの項記載のダニ
用忌避剤。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかの項記載の忌避剤を常温自然蒸散、加熱蒸散、送風蒸散、薫蒸
又は噴霧により環境中に放出させてダニに作用させることを特徴とするダニの忌避方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかの項記載の忌避剤をダニに接触させて作用させることを特徴と
するダニの忌避方法。

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダニ用忌避剤及びダニの忌避方法に関し、さらに詳細には、例えばコナヒョ
ウダニ、ヤケヒョウダニ等のクモ網ダニ目の害虫に対するダニ用忌避剤及びダニの忌避方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ダニに対する忌避剤が種々提案されており、近年ではピレスロイド系化合物
等が広く使用されている。
【０００３】
　また、安全性の高い天然成分や食品成分が忌避剤として使用されることも公知である。
例えば、スギ枝葉部を水蒸気蒸留して得られるスギ精油を含水極性有機溶媒で抽出した殺
ダニ剤（特許文献１）や、ヒノキ、タイワンヒノキ、スギ、ヒバの枝葉または根幹から抽
出した精油のうち少なくとも一種またはそれらの混合物を有効成分として含有することを
特徴とする衛生害虫用ダニ防除剤（特許文献２）が知られている。
【０００４】
　しかしながら、これらの忌避剤はダニに対しての効果が弱く、十分な忌避効力が得られ
ないという問題を有していた。したがって、高い忌避効果を備え、かつ一般家庭において
も手軽に使用できる高度の安全性を兼ね備えた忌避剤が望まれている。
【０００５】
　ところで、後継者不足や、木材価格の下落により、山林の手入れが行き届かなくなり、
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その荒廃が大きな問題とされている。この山林の手入れは、主に間伐と枝打ちであるが、
間伐材や、枝打ちで落とされた枝葉に何の経済的価値もなく、逆に経費がかかるのみであ
れば、このような手入れがおろそかになるのは当然のことである。そこで、山林の手入れ
が促されるよう、間伐や枝打ちされる樹木について、有効資源化するための加工方法や新
規用途の開発が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平　６－２３９７１４号公報
【特許文献２】特開平　１－１９３２０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明は、間伐・枝打ちされる樹木を利用した、ダニに対して十分な忌避効力
を有するとともに、人体に対して安全性が高く、一般家庭でも手軽に使用できる忌避剤の
提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を達成すべく、鋭意研究を重ねていたところ、マツ科モミ属の
樹木から得られる抽出物や蒸留物等がダニに対し優れた忌避効果を示すことを見出し、本
発明を完成させるに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、マツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸留物を有効
成分として含有するダニ用忌避剤を提供するものである。
【００１０】
　また本発明は、上記忌避剤を環境中に放出するか、または害虫に接触させることにより
作用させるダニの忌避方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の忌避剤はダニに対し、優れた忌避効果を有するとともに、極めて安全性の高い
ものである。したがって、一般家庭においても手軽に使用することができ、ダニによる被
害を効果的に予防・除去し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のダニ用忌避剤の有効成分として用いるマツ科モミ属に属する植物の蒸留
物を得るために使用するマイクロ波蒸留装置の構成を模式的に示す図である。
【図２】実施例１のコナヒョウダニの忌避率の試験装置を示す図である。
【図３】実施例２のコナヒョウダニの忌避率の試験装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　　本発明の忌避剤は、マツ科モミ属に属する植物の搾汁液、抽出物または蒸留物を有効
成分とするものである。
【００１４】
　マツ科モミ属に属する植物としては、トドマツ、モミ、ウラジロモミ、シラビソ、オオ
シラビソ、シラベ、バルサムファー、ミツミネモミ、ホワイトファー、アマビリスファー
、アオトドマツ、カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー等を挙
げることができるが、これらのうちトドマツが忌避効果等に優れるため好ましく用いられ
る。
【００１５】
　本発明の忌避剤の原料としては、上記マツ科モミ属に属する植物の植物体全てまたはそ
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の一部（例えば、果実、種子、葉、樹皮、根茎、花など）が用いられる。これらのうち、
間伐・枝打ちされる樹木の有効利用の観点や、忌避効果が高いことから、葉の部分が好適
に用いられる。葉の部分は、そのまま用いても良いが、好ましくは、粉砕機や圧砕機等に
より粉砕・圧砕して使用される。
【００１６】
　上記マツ科モミ属に属する植物の植物体全体またはその一部から、搾汁液、抽出物また
は蒸留物を得る。搾汁液の製造は、公知の圧搾機を用いて行うことができる。抽出物の製
造も常法に従って行うことができるが、抽出溶媒としては、極性溶媒が好ましく、具体的
には、水、エタノール、メタノール、ブチルアルコール、エチレングリコール、プロピレ
ングリコール、グリセリン等のアルコール系溶媒；クロロホルム等の含ハロゲン系溶媒；
ジオキサン等のエーテル系溶媒；アセトン、酢酸エチル等のカルボニル系溶媒、およびこ
れらの混液等が例示できる。蒸留物は、常圧蒸留、減圧蒸留、水蒸気蒸留等によって得る
ことができる。
【００１７】
　これらのうち、蒸留物が好ましく、特に減圧下で加熱して蒸留を行うことによって得ら
れたものが、濃縮、精製等の手間をかけることなく、香りの嗜好性が高くかつ高い忌避効
力を有するため好ましい。また、加熱はヒーターによる加熱でもかまわないが、マイクロ
波による加熱が加熱効率の点で好ましく、特に水を加えずにマイクロ波を照射して加熱す
ることが好ましい。マイクロ波を照射することにより、植物中に含まれる水分子が直接加
熱されて水蒸気が生じ、これが移動相として作用して植物中の揮発性成分が蒸留されるた
め、この蒸留方法は、揮発性成分の沸点による減圧蒸留的な要素と、水蒸気蒸留的な要素
とを包含するものと考えられる。このような蒸留物は、例えば図１に示す装置を使用する
ことにより得ることができる。図中、１はマイクロ波蒸留装置、２は蒸留槽、３はマイク
ロ波加熱装置、４は撹拌はね、５は気流流入管、６は蒸留物流出管、７は冷却装置、８は
加熱制御装置、９は減圧ポンプ、１０は圧力調整弁、１１は圧力制御装置、１２は蒸留対
象物、１３は蒸留物をそれぞれ示す。
【００１８】
　この装置１では、蒸留対象物１２となる原料のマツ科モミ属に属する植物を蒸留槽２中
に入れ、撹拌はね４で撹拌しながら、蒸留槽２の上面に設けられたマイクロ波加熱装置３
からマイクロ波を放射し、原料を加熱する。この蒸留槽２は、気流流入口５および蒸留物
流出管６と連通されている。気流流入管５は、空気あるいは窒素ガス等の不活性ガスを蒸
留槽２中に導入するものであり、この気流は、蒸留槽２の下部から導入される。また、蒸
留物流出管６は、原料からの蒸留物を、蒸留槽２の上部から外に導出するものである。　
【００１９】
　上記蒸留槽２内部は、これに取り付けられた温度センサおよび圧力センサ（共に図示せ
ず）により温度および圧力が測定されるようになっており、加熱制御装置８および圧力制
御装置１１、圧力調整弁１０を介してそれぞれ調整されるようになっている。
【００２０】
　また、蒸留物流出管６を介して蒸留槽２から流出した気体状の蒸留物は、冷却装置７に
より液体に代えられ、蒸留物１３として得られる。この蒸留物１３には、油性画分１３ａ
と水性画分１３ｂが含まれるが、このうち油性画分１３ａが好適に用いられる。
【００２１】
　蒸留にあたっては、上記蒸留槽２内の圧力を、３ないし９５キロパスカル、好ましくは
、３ないし４０キロパスカル、さらに好ましくは３ないし２０キロパスカル程度として行
なえば良く、その際の蒸気温度は４０℃から１００℃になる。圧力が３キロパスカル以下
では植物中の揮散性成分の蒸気圧上昇が抑制され、また、水蒸気蒸留的要素より、各成分
の沸点による減圧蒸留的要素が主となり、沸点の低いものから順に流出してしまうため、
水よりも沸点の高い成分の抽出が効率的に行われないという点及び忌避効率が低くかつ香
りの嗜好性で劣る高沸点成分が多く抽出されてしまう点で好ましくない。また、９５キロ
パスカル以上では、原料の温度が高くなるため、エネルギーロスが大きく、原料の酸化も
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促進されてしまうという点で好ましくない。また、蒸留時間は、０.２ないし８時間程度
、好ましくは、０.４ないし６時間程度とすれば良い。０.２時間以下では植物中の未抽出
成分が多く残存してしまい、８時間以上では原料が乾固に近い状態となってしまうため、
抽出効率が低下するという点で好ましくない。
【００２２】
　更に、蒸留槽２内に導入する気体としては、空気でもかまわないが、窒素ガス、ヘリウ
ムガス、アルゴンガス等の不活性ガスが好ましく、その流量としては、１分当たりの流量
が、蒸留槽２の０.００１ないし０.１容量倍程度とすれば良い。
【００２３】
　本発明の忌避剤の有効成分として、以上のようにして得られたマツ科モミ属に属する植
物の搾汁液、抽出物または蒸留物をそのまま用いることもできるが、必要に応じて、常法
により、更に濃縮したり、精製してもよい。また、これらのマツ科モミ属に属する植物の
搾汁液、抽出物または蒸留物やその濃縮物等をそのまま本発明の忌避剤としてもよいが、
さらに適当な溶剤と組み合わせてもよく、例えば、水、エタノール、イソプロピルアルコ
ール、プロピルアルコール等のアルコール系溶剤、プロピレングリコール、エチレングリ
コール等のグリコール系溶剤、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリ
コールモノメチルエーテル、プロピレンアルコールモノエチルエーテル、３－メトキシ－
３－メチル－１－ブタノール等のグリコールエーテル系溶剤等の溶剤中に、上記有効成分
を、０.０１質量％（以下、単に「％」と示す）ないし９９％程度の濃度で溶解させるこ
とにより、本発明の忌避剤を調製することができる。
【００２４】
　本発明の忌避剤は、単独の有効成分として製剤化してもよいが、更に適当な物質を配合
して常法により製剤化することにより調製することが好ましい。本発明の忌避剤の剤型と
しては、特に限定はなく、液剤、ゲル剤、固形剤等の形態にすることができる。
【００２５】
　液剤を調製するために使用できる溶媒としては、特に限定されずに従来より公知の液状
担体を用いることができるが、身体に対して安全性の高い物を使用することが好ましい。
具体的には、水；ヘキサン、パラフィン、イソパラフィン等の炭化水素系化合物；メタノ
ール、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノ
ール、２－メチル－１－プロパノール、２－メチル－２－プロパノール、ペンタノール、
ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノナノール、デカノール等のアルキルアル
コール類；アリルアルコール等のアルケニルアルコール類；ベンジルアルコール等の芳香
族環含有アルコール類；オイゲノール等のフェノール類；クロロホルム等のハロゲン化炭
化水素化合物；ジエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル等のエーテル
系化合物；アセトン等のケトン系化合物；酢酸、オレイン酸等の脂肪酸系化合物；酢酸エ
ステル、プロピオン酸エステル、安息香酸エステル等のエステル系化合物；エチレングリ
コール、プロピレングリコール等のグリコール系化合物；２－フェノキシエタノール、３
－メチル－３－メトキシブタノール等のグリコールエーテル系化合物；ごま油、リノール
油、サラダ油等の植物油等が挙げられ、これらの１種又は２種以上を混合して用いられる
。
【００２６】
　これらの溶媒は、忌避剤全体に対して、０．１～９９．９％となるように配合すること
が好ましく、１～９９％となるように配合することが特に好ましい。更に好ましくは、１
０～９０％である。
【００２７】
　この液剤の調製に当たっては、必要により界面活性剤を添加することもできる。使用で
きる界面活性剤としては、陽イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性
剤、非イオン系界面活性剤等の従来公知の界面活性剤が挙げられ、これらの１種を単独で
、又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００２８】
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　また本発明の忌避剤は、上記した液剤を適当な担体に含浸、担持させて、固形状又はシ
ート状の固形剤とすることができる。担持させる担体としては特に限定されないが、例え
ば、木、紙、織布、不織布、シリカ、タルク、活性炭、シリカゲル、ゼオライト、セルロ
ースビーズ、セラミック、ポリプロピレン等の樹脂製ペレット等を挙げることができる。
【００２９】
　更に本発明の忌避剤は、上記した液剤をゲル化剤でゲル化させたゲル剤とすることがで
きる。このゲル化剤としては、従来公知のものが挙げられ、例えば、カラギーナン、ジェ
ランガム、寒天、ゼラチン、グアーガム、ペクチン、ローカストビーンガム、キサンタン
ガム、アルギン酸ソーダ、セルロース誘導体、ジベンジリデン－Ｄ－ソルビトール、ヒド
ロキシプロピル化多糖類、ステアリン酸イヌリン、アクリル酸ナトリウム等の高吸水性樹
脂、オクチル酸アルミニウム等が挙げられ、これらは１種又は２種以上を混合して使用す
ることができる。
【００３０】
　上記のようにして得られる本発明の忌避剤の好ましい使用方法としては、本発明の忌避
剤を環境中に放出させて使用する方法が挙げられる。環境中に放出させる方法としては、
液剤、固形剤、ゲル剤等の本発明の忌避剤を、常温で自然に蒸散させる方法や、強制的に
蒸散させる方法が挙げられる。強制的に蒸散させる方法としては、加熱による蒸散、送風
による蒸散、薫蒸による蒸散等が挙げられる。また、環境中に放出させる方法として噴霧
による方法等を使用しても良い。
【００３１】
　上記の強制的蒸散方法のうち、加熱による蒸散は、例えば、実開平２-７８０７７号公
報等に開示されているような、薬液ボトル内に収納した忌避剤を吸い上げ芯で吸い上げ、
吸い上げ芯の上部等を加熱ヒーターで加熱することにより蒸散させるようにした加熱蒸散
器や、実開平１－１１６０７２号公報等に開示されているようなマット状の含浸体に忌避
剤を含浸し、このマットを加熱ヒーター上に載置することにより蒸散させるようにした加
熱蒸散器等を用いて行うことができる。
【００３２】
　また、送風による蒸散は、例えば、特開平１１―３０８９５５号公報等に開示されてい
るような薬剤保持体と送風機を備え、その薬剤保持体に送風機により発生する気流を接触
させることで、忌避剤を放出口から環境中に放出するファン式忌避装置等を用いて行うこ
とができる。
【００３３】
　更に、燻蒸による蒸散は、例えば、実開昭５４－１４８２６７号公報等に開示されてい
るような、上部開口の容器に、アゾジカルボンアミド等のアゾ化合物、ニトロソ化合物、
ヒドラジド化合物等の有機発泡剤と忌避剤を収納した収納室を形成させ、収納室の底部を
加熱手段により加熱することで発泡剤が分解して発生する窒素ガス、炭酸ガス等により、
忌避剤を蒸散させる燻蒸装置等を用いて行うことができる。
【００３４】
　噴霧による散布は、噴霧器を用い、液剤をスプレーする方法や、適当な噴射剤を用いた
エアゾールを使用して行うことができる。スプレー剤とする場合には、上記した液剤と、
トリガースプレー、アトマイザー等の噴霧手段とを組み合わせればよい。またエアゾール
剤とする場合には、上記した液剤と、ＬＰＧ、イソペンタン等のエアゾール用担体と、エ
アゾール缶等のエアゾールの噴霧手段と組み合わせればよい。
【００３５】
　また、本発明の忌避剤の好ましい他の使用方法としては、本発明の忌避剤を、液体又は
固体状態で、ダニに接触させて使用する方法が挙げられる。この場合、設置された忌避剤
に、ダニが接触することによって忌避効果を発揮させることができる。
【００３６】
　本発明の忌避剤は、これを、物置、タンス、押入、クローゼット、衣装ケース、衣類収
納袋、布団収納袋、居間、寝室等の室内、玄関等の空間に設置、適用することにより、有
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効成分が上記環境中に放出され、あるいは、ダニに接触することによって、ダニを効果的
に忌避させることができる。また本発明の忌避剤は、ダニが生息している畳、絨毯、カー
ペット、床、布団、枕、ソファー、衣類等の対象物に直接噴霧、散布、塗布等して適用し
てもよい。
【００３７】
　なお本発明の忌避剤には他の従来公知のダニ防除成分を配合しても良く、これによりさ
らに優れた忌避効果を発揮することができる。これらの他のダニ防除成分としては、例え
ば、エンペントリン、トランスフルスリン、アレスリン、フェノトリン、プロフルトリン
、メトフルトリン、エミネンス等のピレスロイド系化合物；ジクロルボス、ダイアジノン
、フェニトロチオン、マラチオン等などの有機リン剤；N,N-ジエチル-m- トルアミド(DEE
T)、ジメチルフタレート、ジブチルフタレート、2-エチル-1,3- ヘキサンジオール、ジ-n
- プロピルイソシンコメロネート、p-ジクロロベンゼン、ジ-n- ブチルサクシネート、カ
ラン-3,4- ジオール、1-メチルプロピル2-(2- ヒドロキシエチル)-1-ピペリジンカルボキ
シラート等の化合物；α、β―ピネン、α、β―テルピンオール、リモネン、シトロネラ
ール、リナロール、シトラール等のテルペン化合物；メントール、ベチバー油、パチョウ
リ油、クローブ油、スギ、ヒノキ、タイワンヒノキ、ヒバの精油などの植物精油等が挙げ
られ、これらの１種を単独で使用しても良く、２種類以上を組み合わせて使用することも
できる。
【００３８】
　本発明の忌避剤のうち好ましいものの例の一つとしては、安全性が特に高い点から、シ
リコーン系化合物と上記マツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸留物を組み
合わせた忌避剤を挙げることができる。また、本発明の忌避剤を液体又は固体状態で、ダ
ニに接触させて使用したり、孵化抑制や若齢幼虫の殺虫作用を得る場合には、ピレスロイ
ド系化合物等の上記他の公知のダニ防除成分を配合することも好ましいが、本発明の忌避
剤を環境中に放出させて使用する場合には、安全性の点からピレスロイド系化合物等を含
有させず、単独の忌避有効成分とする忌避剤が好ましい。
【００３９】
　以上説明した本発明の忌避剤は、コナヒョウダニ、ヤケヒョウダニ、ヒゼンダニ、マダ
ニ、イエダニ、ツメダニ、ミナミツメダニ等のダニ目の害虫に対して優れた忌避効果を発
揮する。さらに、上記マツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸留物は、これ
らのダニに対して、殺虫、産卵阻害及び卵孵化抑制効果等をも示すため、優れたダニ防除
効果を有する。
【実施例】
【００４０】
　次に実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に何ら制約
されるものではない。
【００４１】
製　造　例　１
　原料として、トドマツの葉を用い、以下のようにしてトドマツ精油を得た。すなわち、
トドマツ葉を圧砕式粉砕機（ＫＹＢ製作所製）で粉砕したもの約５０ｋｇを、図１に示す
マイクロ波蒸留装置の蒸留槽に投入し、攪拌しながら蒸留槽内の圧力を、約２０ＫＰａの
減圧条件下に保持し、（蒸気温度は約６７℃）１時間マイクロ波照射し精油を蒸留した。
得られた精油の量は１８０ｍＬであり、投入試料に対する精油の割合は、０.３４％であ
った。
【００４２】
製　造　例　２
　製造例１と同じトドマツの葉を用い、以下の水蒸気蒸留法により、トドマツ精油を得た
。すなわち、圧搾式粉砕機（ＫＹＢ製作所製）で粉砕したトドマツ葉約１０１ｇをパイレ
ックス（登録商標）ガラス製フラスコに入れ、５～８倍量の水を加えた後、当該フラスコ
を湯浴中で９０～１００℃に加熱し沸騰させた。精油採取管には加熱前に基準線まで水を
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入れておいた。６時間煮沸を続けて精油を蒸留したところ、精油を０.８ｍＬが得られた
。投入試料に対する精油の割合は、０.７９％であった。
【００４３】
実　施　例　１（コナヒョウダニの忌避試験１）
　ＪＩＳ　Ｌ　１９２０「繊維製品の防ダニ性能試験方法」に準じて、ダニの飼育、密度
の調整等を行い、図２に示す装置で忌避試験を行った。すなわち、製造例１で得たトドマ
ツオイル１ｍｌを直径９０ｍｍのろ紙に塗布し、４時間風乾後直径４０ｍｍの円形に切っ
て供試片を得た。当該供試片を、直径４０ｍｍ、高さ８ｍｍのプラスチック製の軟膏容器
の蓋にいれ、その中央に誘引用培地０．０５ｇを置いた。直径９０ｍｍ、高さ２０ｍｍの
ガラスシャーレに生存コナヒョウダニ約５０００匹を含むダニ培地（飼育培地用粉末飼料
と乾燥酵母を質量比１：１で混合したもの；誘引用培地も同じ）２．０ｇを均一に広げ、
その中央部に上記軟膏容器蓋を置いた。これを金属製トレー上に置き、更にこのトレーを
湿度調整のため飽和食塩水を入れた食品保存用プラスチック製容器に収容した。当該容器
に蓋をして密封し、温度２５℃±１℃の室内に設置した。設置から２４時間放置した後、
供試片及び誘引用培地の全生存ダニ数をカウントした。薬剤処理をしないろ紙を用いたも
のをブランクとし、この試験を５回繰り返した。５回の試験の合計のカウント数を求め、
下記の式により忌避率を求めた。結果を表１に示す。
【００４４】
［数１］
忌避率（％）＝[（ブランクのろ紙上及び誘引用培地の生存ダニ数－薬剤処理区の供試片
上及び誘引用培地の生存ダニ数）／ブランクのろ紙上及び誘引用培地の生存ダニ数]×１
００
【００４５】
実　施　例　２（コナヒョウダニの忌避試験２）
　実施例１と同様にしてダニの飼育等を行い、図３に示す装置で忌避試験を行った。すな
わち、製造例１で製造したトドマツ精油を１０％含浸させたポリプロピレン製ペレット１
．６ｇを直径４０ｍｍ、高さ８ｍｍのプラスチック製軟膏容器蓋に均一になるように敷き
、その上に直径４０ｍｍの円形に切ったシーツ（大宗株式会社性、式布団カバー　品番Ｄ
Ｓ－６１１０５；ポリエステル６５％、綿３５％）を載せた。その中央に誘引用培地０．
０５ｇを置いた。直径９０ｍｍ、高さ２０ｍｍのガラスシャーレに生存コナヒョウダニ約
５０００匹を含むダニ培地２．０ｇを均一に広げ、その中央部に上記軟膏容器蓋を置いた
。これを金属製トレー上に置き、更にこのトレーを湿度調整のため飽和食塩水を入れた食
品保存用プラスチック製容器に収容した。当該容器に蓋をして密封し、温度２５℃±１℃
の室内に設置した。設置から４８時間放置した後、シーツ上及び誘引用培地の全生存ダニ
数をカウントした。薬剤処理をしないろ紙を用いたものをブランクとし、この試験を５回
繰り返した。５回の試験の合計のカウント数を求め、下記の式により忌避率を求めた。結
果を表１に示す。
【００４６】
忌避率（％）＝[（ブランクのろ紙上及び誘引用培地の生存ダニ数－薬剤処理区のシーツ
上及び誘引用培地の生存ダニ数）／ブランクのろ紙上及び誘引用培地の生存ダニ数]×１
００
【００４７】
【表１】

【００４８】
　上記結果から、トドマツ精油は、コナヒョウダニに対する優れた忌避作用を有すること
が認められた。
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【００４９】
製　剤　例　１
　　ゲル状ダニ忌避剤：
　イソパラフィン８５ｇに、製造例２で得たトドマツ精油１０gを混合したものにオクチ
ル酸アルミニウム５ｇを加え、６０℃に加熱して攪拌した。これを縦３５ｍｍ×横３５ｍ
ｍ×高さ７５ｍｍの容器に充填し、室温で３時間静置し、ゲル状のダニ忌避剤を得た。
【００５０】
製　剤　例　２
　　常温揮散性ダニ忌避剤：
　製造例１で得られた精油０．５gを１２５ｍｍ×６５ｍｍのパルプ製ろ紙に含浸させた
ものを、通気性を有するプラスチックケースに収納して固型忌避剤を調製した。
【００５１】
製　剤　例　３
　　エアゾール剤：
　以下の処方を、市販の２００ｍｌエアゾール缶に充填することによって、エアゾール剤
を調製した。
　　　有効成分：製造例２で得たトドマツ精油　　　　　　　　　１ｍｌ
　　　溶媒　　：エタノール　　　　　　　　　　　　　　３９．０ｍｌ
　　　噴射剤　：ＬＰＧ　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０ｍｌ
　　　噴射剤　：イソペンタン　　　　　　　　　　　　　３０．０ｍｌ
【００５２】
製　剤　例　４
　　スプレー剤：
　以下の処方を、市販の１５０ｍｌトリガー製容器に収納してスプレー剤を調製した。
　　有効成分：製造例１で得たトドマツ精油　　　　　　　　０．１ｇ
　　　　　　　プロフルトリン　　　　　　　　　　　　　０．０１ｇ
　　溶剤　　：エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
　　　　　　　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５ｇ
　　　　　　　界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　　　０．１ｇ
　　　　　　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　８９．７４ｇ
【００５３】
製　剤　例　５
　　燻蒸剤：
　製造例1で得たトドマツ精油１０ｇ、アゾジカルボンアミド５５ｇ及びタルク３５ｇを
混練し、造粒、乾燥して燻蒸剤を調製した。
【００５４】
製　剤　例　６
　　加熱蒸散剤：
　製造例1で得たトドマツ精油１００ｍｇを３ｃｍ×３ｃｍのパルプ製マットに含浸させ
加熱蒸散剤を得た。このものは、加熱ヒーターに接置させることにより有効成分を蒸散す
る。
【００５５】
製　剤　例　７
　　粒状忌避剤：
　パルプ製の粒状含浸体（平均粒径５ｍｍ）５０ｇに、製造例1で得たトドマツ精油５０
ｍＬを含浸させ、通気性の不織布の袋に入れて粒状の忌避剤を得た。
【００５６】
製　剤　例　８
　常温揮散性ダニ忌避剤：
　製造例１で得られた精油０．５g及びエンペントリン０．０１ｇを１２５ｍｍ×６５ｍ
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形忌避剤を調製した。
【００５７】
使　用　例　１
　製剤例２で得られた常温揮散性ダニ忌避剤２個を衣類とともにポリエチレン製の衣類収
納袋(７５ｃｍ×８０ｃｍ×３２ｃｍ)に入れてダニの忌避を行った。
【００５８】
使　用　例　２
　製剤例８で得られた常温揮散性ダニ忌避剤２個を寝具とともにポリエチレン製の布団収
納袋(１５０ｃｍ×１００ｃｍ)に入れてダニの忌避を行った。
【００５９】
使　用　例　３
　製剤例２で得られた常温揮散性ダニ忌避剤２個を衣類とともに７５Ｌ(４０ｃｍ×７５
ｃｍ×２５ｃｍ)の衣装ケースに入れてダニの忌避を行った。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明の忌避剤の有効成分であるマツ科モミ属に属する植物の圧搾液、抽出物または蒸
留物は、ダニ目の害虫に対して優れた忌避効果を発揮するものであり、しかも人体に対し
て安全であり、安定性も高い。従って、本発明の忌避剤は、一般家庭においても手軽に使
用でき、有用性の高いものである。
【符号の説明】
【００６１】
　　　１　…　…　マイクロ波蒸留装置
　　　２　…　…　蒸留槽
　　　３　…　…　マイクロ波加熱装置
　　　４　…　…　撹拌はね
　　　５　…　…　気流流入管
　　　６　…　…　蒸留物流出管
　　　７　…　…　冷却装置
　　　８　…　…　加熱制御装置
　　　９　…　…　減圧ポンプ
　　１０　…　…　圧力調整弁
　　１１　…　…　圧力制御装置
　　１２　…　…　蒸留対象物
　　１３　…　…　蒸留物
　　２０　…　…　ガラスシャーレ
　　２１　…　…　ダニ培地
　　２２　…　…　軟膏容器の蓋
　　２３　…　…　供試片
　　２４　…　…　誘引用培地
　　２５　…　…　ポリプロピレン製ペレット
　　２６　…　…　シーツ
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